








要約:市町村に母子保健サービス事業を委託して久しい新潟県の現在の問題を考察した。

これまで市町村によってスクリーニング後の発達障害児への対応において、発達援助の内

容、行政担当官の姿勢に依存した保育集団への受け入れの良し悪しなど、市町村格差があ

った。市町村に母子保健サービス事業を委託することで、格差は是正されると期待される。

全体的問題として今後整備すべき課題が二つあろう。一つは発達障害児が利用できる地域

密着型の保育、保育集団の場の保障であり、二つ目は発達支援アドバイスを行う機関の整

備である。広域を対象にしたことばの教室、通園センター等、地域での発達支援センター

的機関の整備が急務であろう。


